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午前10時０分 開会

●中嶋委員長 おはようございます。

ただいまから市立病院評価委員会を開催させてい

ただきます。

委員各位には、定刻お集まりをいただきましてあ

りがとうございます。

資料のほうは事前にサイボウズで共有をさせてい

ただいておりますが、本日はモニターがございませ

んので、各自でご確認をよろしくお願いいたします。

───────────────────────

協議事項１ アンケート原本の閲覧ルールの確

認について

●中嶋委員長 それでは、レジュメに沿いまして、

本日は「アンケート原本の閲覧ルールの確認につい

て」ということで、まず冒頭、この９月議会開催中

の大変お忙しい中に、急遽開催することとなってし

まいましたことにつきまして、改めて皆様にはおわ

びを申し上げたいと思います。

開催の理由につきましては、前回の評価委員会で、

本日もご確認をいただくんですが、アンケート原本

の閲覧につきまして、皆様にルール、それからご配

慮をいただく点ということで意見集約をさせていた

だきましたが、ちょっと私のまとめ方が曖昧だった

点もありましたので、その後、事務局と見たい議員

さんの認識のずれが何点か生じましたので、そのこ

とを受けて、改めてルールの再確認ということで、

今日は開催をさせていただく運びになりましたので、

大変恐縮ですが、ご容赦いただけましたら幸いです。

それでは、改めまして、レジュメのほうに沿って

いかせていただきますが、本日は主に２点ご確認を

いただきたいというふうに思っております。

まず、閲覧文書についてということで、別紙１を

ご覧ください。前回お示ししたルールから若干修正

とまではいかないんですが、その後、事務局と協議

をした結果、これが最適だろうということで、再提

案をさせていただいている点を赤字で書かせていた

だいております。主にはＬｏＧｏフォームのデータ

の閲覧に際しての取扱いですが、前回はＣＳＶのデ

ータにつきましては、紙で出力をした上で閲覧をし

ていただくということでルール上はご提案をさせて

いただいていたんですけども、その後、実際にＣＳ

Ｖデータのフォーマットを確定していく中で、結果

的には紙での出力が1,000枚以上になってしまうと

いうことがはっきりしましたので、さすがにちょっ

とそれは非効率だろうということで、改めてＣＳＶ

で出力したデータにつきましては、ＰＤＦ化したデ

ータを事務局が用意した端末で閲覧をしていただく

という形にさせていただきたいなというふうに思っ

ております。プラス、紙の原本分については、その

まま紙の原本でということで、この点について改め

て再確認をいただきたいということがまず１点でご

ざいます。

もう１点、もう先にご提案をさせていただきます

が、次に、閲覧の開始時期についてですが、前回の

市立病院評価委員会では、紙については見ていただ

けますと、ＣＳＶのデータについては、少し作業が

ありますので時間がかかりますということで、紙を

早く見たいんであれば、もう前回で意見集約をお願

いしますということをお願いさせていただいたんで

すが、そこにちょっとそごがあったなというふうに

思っていまして、紙はすぐ見ていただけますと言っ

た後に、最後、ただ事務局も今、９月議会中ですの

で、閲覧についてはご配慮くださいということを申

し添えたと記憶をしています。それは事務局と閲覧

したい議員さんがいつ見るのか、誰が見るのかとい

うことを調整していただくというイメージでしゃべ

ったんですが、当然常任委員会が並行して行われて

いる中ですので、ある程度の期間の調整は必要だろ

うということを念頭に配慮くださいということで発

言をしていたんですが、そこが認識としてずれを生

んでしまっていたというふうに、その後やり取りを

する中でありましたので、今日のご提案としては、

大変恐縮なんですけども、改めて紙、それからＣＳ

Ｖとして出力するデータ、どちらも９月議会終了後

からの閲覧というふうにさせていただきたいと思っ

ています。

早く見たいというご意見があったので、そこは大

変恐縮なんですが、ちなみに早く見たいという理由
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とも関わるところなので、ここははっきり申し上げ

ておきますが、今後、９月議会終了後、評価委員会

を続けて開催していくことになります。その中で、

今後、評価スキームが完成した後の本ちゃんのアン

ケートの中身についても、当然皆さんにご議論をい

ただくことになりますので、その上において今回の

アンケート内容を確認いただくという作業は当然必

要だろうというふうに思っていますが、それを原本

の閲覧に限って言えば、10月の後半からの閲覧とい

うことになるので、次回開催までに時間がないじゃ

ないかというご意見もあろうかというふうに思いま

すが、直近の評価委員会だけでアンケート項目が決

定するわけではございませんので、閲覧の期間とい

う意味でいうと、10月の後半以降の閲覧でもあって

も十分今後の議論に生かしていただけるタイミング

だということも含めて、この時期からの閲覧という

ことに決めさせていただきたいなというご提案です

ので、その点も踏まえて、今日は改めて閲覧の文書

についてと開始時期について、皆様に再確認をいた

だきたいなという趣旨でございます。

ということで、提案といいますか、中身につきま

しては以上になりますので、何かご質問とかご意見

があれば、いただきたいと思います。

どうぞ。

●浦川委員 おはようございます。

すみません、今お伝えいただいた内容の閲覧文書

については、ＣＳＶは紙じゃなくて画面で確認する

ということだったので、その機器については、例え

ば多種な画面とかあると思うんで、それはまたいい

んですけれども、ちっちゃい画面ではないですよね

というのだけちょっと確認しておいていいですか。

タブレットとかですか、それともパソコンですか。

●議会事務局 今日、こんな感じでっていうのは用

意はしていますけど。

●中嶋委員長 ほんなら見てもらいましょか。

ちょっと、今、ごめんなさい、お手元に。各委員

さんにも確認していただきますが、一応その今お手

元にあるタブレットのサイズ感で見ていただけるよ

うに編集をさせていただきました。ただ、ちょっと

事務局の手間もありますので、正直あまり見やすい

ものではございませんので、そこはご容赦いただけ

たらというふうに思います。大体この間、画面で見

ていただいたのとそんなに大差はございませんが、

そんな感じでございます。

●浦川委員 続きです。ＣＳＶをＡ４のサイズで拡

大できるようにしていただいて、すごいお時間かか

っているんだろうなっていうふうに思ったので、あ

りがとうございます。

閲覧の文書については確認できたんですけれども、

閲覧開始の時期の話で、私も別に、この委員会とか

現在の定例会中に見たいとは私自身は思っていない

んですが、終わったら見たいなと思っていたので、

前回のときは紙のほうは秘匿が終わっていたので、

紙のほうは先行で、例えば議会が終了した後に、紙

のほうを先に見て、ＬｏＧｏの処理には、件数も多

いですし、多分今みたいにきれいにまとめるってな

ったら、私もＣＳＶで出したことがあるんで、すご

い長いのが出てくるから編集に時間がかかるから、

そんなに早く見られないんだろうなと思って、前回

のこの評価委員会のときに、紙を先行で見られるん

だったら持ち帰りにしないでいいですっていうふう

にさせていただいたと思うんですけれども、さっき

委員長の話だったら、10月後半でということだった

んですが、ＣＳＶの処理は10月後半で終了できるも

のなんでしょうか。いいですか、その点教えていた

だいて。

●議会事務局 すみません、10月の後半というか、

先ほど委員長からお話もありましたとおり、定例会

終了後には準備できるように今進めておりますので、

大丈夫です。

ただ、ちょっとお断りなんですけれども、後で言

おうかなと思っていたんですが、何分、出力するＣ

ＳＶの媒体がエクセルになるんですけど、どうして

も自由記述とかたくさん書いておられる方は文字切

れする場合がありますので、申し訳ないんですけど、

その文字切れ部分については、前回、アンケートの

集計結果、紙のほうで資料提示しています集計結果

と併せてちょっと比較して見ていただくような感じ
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にはなります。ちょっと文字切れしている部分とか

もありますので、そこだけはご了承願いたいなとい

うところです。以上です。

●浦川委員 ありがとうございます。

では、作業的には時間がかかるけれども、定例会

が終わるまでには何があってもされるということな

んですか。いや、別に絶対してねという意味で言っ

ているんじゃなくて、ＣＳＶは時間がかかるから、

多分紙が先行で秘匿が終わっているから見ていただ

けますよ、ＣＳＶには時間がかかるからっていう話

だったんですけど、今のご回答だったら、定例会ま

でに終わらせますって言っているんですけど、何か

残業したり、業務過多になってまでＣＳＶを10月末

って決めなくてもいいんじゃないかなって私は思っ

たので、もし間に合わなかったら、10月末っていう

のは紙先行でもいいんじゃないですかっていう意見

プラス、もう１個、すみません、文字切れしている

場合は集計したものでいいですかっていう話だった

んですけど、持込みのところにいろいろカメラは駄

目とかメモは駄目ってあるんですけれども、例えば

集計したものは横に置いてあるのか、それとも自分

で集計して公開しているものは持ち込んでいいのか

っていう、その点だけ確認させてください。

●中嶋委員長 まず、１点目の閲覧の開始時期につ

きましては、ご配慮いただいてありがとうございま

す。

私のほうも作業を具体的にどんな感じかというこ

とを確認させていただいた上で、無理なくできる開

始時期ということで９月定例会終了後ということで、

今日、提案をさせていただいていますので、そこは

特に残業が生じたりとか、何か根を詰めて間に合わ

せないといけないという感じではございませんとい

うのがまず１点です。

２点目のところが、先ほど事務局から説明があり

ましたが、多分ちょっとイメージしづらかったと思

うので、改めてご説明をさせていただきますと、先

ほど見ていただきましたフォーマットだと、文字数

が多い場合は、縦にばっと長くなるんですね。ただ、

エクセルの仕様上、あまりにも多いと、それが途中

で反映されなくなってしまいますので、要は最後ま

で文字が入っていないというのが、量によって、書

かれている文字数によって生じる場合があるという

のが先ほどの説明です。なので、実際にＣＳＶデー

タを見ていただくときに、今、浦川委員からあった

ように、あっ、これ途中で終わっているなみたいな

ものが出てきます。そのときは、先ほど説明があり

ましたように、もともとの集計結果につきましては

丸々そのまま入っておりますので、そちらのほうで

その続きは確認をいただきたいということでござい

ましたが、先ほどご質問があったことを踏まえます

と、一応閲覧のときに集計結果は別途その場にご用

意をさせていただくようにしますので、見られる方

はそちらでご確認をいただける環境にはしておきた

いと思います。と思いましたが、事務局もそれで大

丈夫でしょうか。

●議会事務局 はい、大丈夫です。

●中嶋委員長 ということなので、それでいかせて

いただきます。

よろしいでしょうか、ほかないですか。

どうぞ。

●山根委員 ２点伺います。このルールについてで

すけれども、３番の原本について、保存期間は次回

のアンケート終了時点というのは、次回のアンケー

トっていうのは本ちゃんのアンケートですよね、そ

れで、それがすぐにはできないとは思いますけれど

も、その確認が１点と、９月議会終了後、10月20日

ないしは22日頃以降からということですけれども、

議会会期中というふうに言い換えないんでしょうか。

12月議会は12月議会、またすぐに始まると思うんで

すけれども、そうなったらまた事務局の方々も忙し

くなりますし、このアンケートはまだ残っている状

態ですので、この閲覧できる期間を９月議会終了後

だけではなく、定例会会期中以外みたいな。

●中嶋委員長 除くということですね。

●山根委員 ということにしないのかなという意見

です。

●中嶋委員長 ありがとうございます。

まず、１点目のアンケートの保存期間につきまし
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ては、一応今回は厳密に言うと、本番のアンケート

を作るためのアンケートなので、本番のアンケート

とは少し違うという前提なんですが、一応ルールは

本ちゃんのアンケートを想定して作っていますので、

本ちゃんっていう言い方が合っているのか分からな

いけど、本ちゃんをイメージすると、年１回アンケ

ートを取っていくということなので、定期的なサイ

クルの中で次回が設定されているということにまず

なります。

その上で、今回のアンケートから、じゃあ次回が

いつやねんということは、おっしゃるように、ちょ

っとまだタイミングが定まっておりませんので、言

葉どおりにいくならば、その次回のアンケートが１

年後なのか、それよりも先なのか、いつの時点かは

分かりませんが、そのアンケートがされるまでは保

存をしていくというのが考え方かなというふうに思

っております。

２点目の９月定例会以降の定例会を除いたほうが

いいんじゃないかと、閲覧できるタイミングとして

というご意見で、それもごもっともかなというふう

には思ったんですが、さすがに皆さん、良識がおあ

りの皆さんだと思いますので、９月定例会以降、そ

れぞれの定例会の忙しさはご理解いただいた上でご

配慮いただけるだろうということで、あえて会期期

間中を除くというふうには今のところはしておりま

せんが、もし今日、そういうご意見があって、その

ほうがいいということであれば、それは反映させて

もいいかなと思っております。

●山根委員 常識的な範囲であったりご配慮という

のは、いろんな意味に捉まえてしまいますので、閲

覧する際は事務局職員が立ち会いしなければならな

いっていうことですので、皆さん分かっているでし

ょう、忙しいんだよ、配慮があって当然だよねって

いう部分は避けたほうがいいかなというふうに思い

ます。ルールとしてきっちり決めたほうがいいとは

思います。以上です。

●中嶋委員長 というご意見がありましたので、よ

ければ、ほかの皆さんもその点についてご意見を出

していただけたらと思うんですが。

どうぞ。

●浦川委員 すみません、今、山根委員のおっしゃ

ったことは、働き方には大事だと思うんですけど、

まず、閲覧したい場合は委員長に許可を得て、３開

庁日までに調整するとき、委員長に申し出たときに、

今回は議案が多いからとか、こういう時期だからと

いう話もできるだろうし、事務局とそこはクリアし

て、３開庁日までの日程がお互いに合わなかったら、

多分スケジュールがなしになるので、その点は入れ

なくてもいいんじゃないかなと私は思います。

●中嶋委員長 どうでしょうか。

どうぞ。

●山根委員 委員長に申し出るというところで、委

員長がある程度そこら辺を配慮して采配されるって

いうふうになるといいのかなというふうには思いま

す。事務局の方々に見せてくださいという、事務局

の方々に閲覧可否を求めると、やはり議員が行くの

で、忙しくても、どうぞになってしまいますのでね、

そこ、浦川委員がおっしゃるみたいに、まず委員長

に申し出るんだから、そこら辺で一定配慮の部分が

保たれる、担保されるのかなっていう意味ですよね、

悩ましいところです。

●中嶋委員長 分かりました。じゃあ、今のご意見

に、ほかの方もご意見いただけたらと思いますが、

一応今のご意見のすり合わせとしては、ルールに会

期期間中の閲覧を除くということまでは入れないと。

ただし、前回の反省を踏まえるならば、配慮という

中途半端な言い方ではあまり縛りがないので、委員

長の采配として、閲覧の申出があった際に、そのタ

イミングがどういうタイミングなのか、もしくは事

務局がどのタイミングなら対応しやすいのかという

ことを、委員長を通じて閲覧したい議員さんとしっ

かりと調整をすると。委員長としてそういう役割が

あるんだということを、僕もそうですし、僕以降の

委員長にもしっかりと引き継ぐという前提で確認を

したらどうかというご意見だったかなと思います。

どうぞ。

●浦川委員 すみません、そこまで委員長にお願い

しているっていうわけではなくて、一応委員長に申
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し出る時点で、例えばですけど、議案送付の日なの

か、説明会の日なのか、その後の委員会の前日なの

かで、多分どの議員さんも、分からないですけど、

仕事量がいろいろあると思うんですが、議案送付の

ときから一応会期みたいに書かれていますけど、議

案送付の日と幹事長会議とかがある日の間と、多分

説明会があって委員会の前々日とかとでは繁忙が違

うので、そこら辺は、例えば議案送付の日に閲覧し

たいという申出があって、許可をされたけど、事務

局と部屋の都合とかお時間が合わなかったら、その

予定は多分流れると思うので、そういうところのゆ

とりはあってもいいんじゃないですかっていう意味

で申し上げたので、そこまで委員長と事務局が調整

してっていう意味で言ったんじゃなくて、それだっ

たら常識の範囲ですよね、これぐらいですもんねっ

て、お互いに見通しがある会話が成立するかなって

いう意味で、先ほど書かなくてもいいんじゃないで

すかっていうふうに申し上げたっていうところです。

●中嶋委員長 それは十分理解した上で、まず今の

提案をさせていただいたのは、１つは、今回の反省

でもあるんですけども、まず、その事務局がどのタ

イミングでどう忙しいのかということの理解が議員

それぞればらばらであるということがまず１つです。

もう一つは、今おっしゃっていただいたように、

委員長はある程度配慮しながら、じゃあ、後は調整

してくださいねみたいなことにした場合、今回もそ

うなんですが、事務局は基本、議員から見たいんで

すって言われたら、全力で見るタイミングを調整す

るんです。これは誰であっても、どういう場合であ

っても、基本的にはそういう姿勢なんです。なので、

そのことが結果、忙しい中でいろんなやりくりをし

ないといけないということを生じさせることにつな

がっているんですけど、じゃあ、事務局に対して、

いや、議員から言われても、そんなんもう無理やっ

たら無理って言ったらいいねんみたいなことを指示

したところで、それは事務局のスタンスとは基本違

うので、同じことがきっと起こるなというのが僕の

想定です。

ですので、委員長が差配するということをする場

合の具体的な中身は、今言ったように、どのタイミ

ングであれば、事務局にプレッシャーや労務をかけ

ることがないのかということをあらかじめ委員長が

しっかり把握した上で、そのことを委員にお伝えし、

じゃあ大体これぐらいの範囲で事務局と調整しまし

ょうかということをあらかじめお伝えしたり、さば

くということがないと、先ほど山根委員からあった

ように、ルールで縛らないならということを実質達

成できないんじゃないかなというふうに僕も思った

ので、それも踏まえて、今、お二人から出たご意見

をすり合わせた案として言わせていただいたという

ことです。

●浦川委員 いや、別に今日の内容が駄目とは言っ

ていないんですけど、そもそも論なんですけれども、

前回のときに確認した事項をちゃんと伝えたつもり

だったんですけど、その閲覧したいっていう希望の

方が違うように捉えてしまったのは、私は手書きの

分は先行して見れますけど、ＬｏＧｏフォームのほ

うは時間がかかるから随時ですっていうふうにお伝

えしたけれども、随時だったらどれぐらいでできる

のって言ったときに、１か月っていう、そういうふ

んわりした期間が出てきたから、多分業務が多忙な

ときにちょうどぶつかったっていう事象が起こった

んではないかと私的には分析をしたんですけれども、

今の内容だったら、別に委員長に全部を任せるんじ

ゃなくて、お互いに配慮し合ってやっていこうねっ

ていうスタンスで閲覧をするかしないかのところだ

から、何ていうんですかね、事務局が断れないとか

断れるとかっていうのではなくて、お互いに日程が

合うか合わないかっていうところを配慮しながら調

整するっていうのは、議員であろうが職員の方であ

ろうが一緒ではないのですかという、私の考えがち

ょっとおかしいのかもしれないですけど、議員がお

願いしたら、無理をしてでも見せなくてはいけない

っていうことはどこにも書いていないんだから、そ

れは無理ですって、このルールにのっとって、その

３開庁日までに調整ができなかったので、別の日に

してくださいっていうのはそんなに大変なことなん

ですかっていう、ちょっと私の理解が足りていない
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ので、その点、教えてもらいたいんですけど。

●中嶋委員長 ごめんなさい、ちょっと意図が僕に

は理解あんまりできていないんですけども、まず、

先ほども言いましたけど、ごめんなさい、僕の説明

が悪かったのでもう一回言わせていただきますと、

まず、事務局に対して議員が何かしらのお願いをす

るというときに、その対等な立場で断ったりみたい

なやり取りは成り立たないと僕は基本思っています。

なぜなら、事務局の仕事は議会活動をサポートする

ことですので、議員から何かお願いをしたときに、

当然まずは優先順位はいろいろあると思いますけど

も、それを全力でやろうとするのは当たり前のこと

で、別に友達同士で仕事しているわけじゃないので、

そこを何か平らなんだというふうに言われても、そ

れは多分違いますよということを申し上げたつもり

です。

その上で、その日程調整の件もそうですし、この

委員会に関しても、ほかの委員会でも同じなんです

けども、この会議の中で曖昧だったこととか、もし

くは、その後、調整が必要なことについて、事務局

に委員外の議員さんが行ったことが今回の失敗の元

だと基本的には思っているんですね。なぜならば、

分からないこととか曖昧なことがあった場合、まず

は委員長に言うのが筋論なんですよ。

なので、先ほどの閲覧の時期の話、具体的な調整

の話も、可能な限り委員長を通すのが本来の姿だと

基本的には思っていますし、それが一番トラブルを

防ぐ方法だと思ったので、先ほどの提案としては、

そういう形でどうですかということをお願いしたと

いう感じです。

どうぞ。

●藤田委員 これって正式な特別委員会で、議事録

にも残るし、オンラインで見ていただいている方も

いらっしゃるんで、本来この委員会で議論するべき

は、市立病院をどう評価するかという議論をするべ

きであって、それ以外の所作等については、この委

員会の中ではなくて、委員会の外できちんと事務局

との関係とか、議員とその関係とかいうのは確認す

るべき話であって、ここはあくまでも今回のアンケ

ート調査も含めて、病院をどう評価するかっていう

議論の場だけに特化したそういう議論にしないと、

非常に委員会として内容がぼやけてしまうというふ

うに思いますんで、その点、ご配慮いただけたらと

いうふうに思います。

●中嶋委員長 どうぞ。

●山根委員 すみません、私が定例会会期中以外の

期間でっていう文言を入れたらどうですかというふ

うに申し上げてからの広がりになってしまったので

すけれども、そもそもこのルールについてという別

紙１の２番の閲覧ルールの（１）番、委員長に申出

の上、委員長が許可する、これに尽きるのではない

かなというふうに思いましたので、この時期の提案

は、これからいうと差し出がましかったかなという

ふうには思いますので、この時期を含めて委員長が

許可するっていう、この文言に対しての審議ですね、

ということで。

●中嶋委員長 なので、先ほどの提案は、今、山根

委員がおっしゃっていただいたように、許可すると

いうことの裁量の中に、可能な時期の調整をできる

限り委員長がするということを含んでいるという理

解でどうですかと。それが今回の経験も踏まえた上

で、委員会の中、外において無用なトラブルを防ぐ

ための一番いい方法ではないかということも含んで

いただけたらありがたいなということでございます。

ということで、ちょっと時間があれなので、この

件については、その程度でよろしいでしょうか、ほ

かあれば出していただいたらいいと思いますが、よ

ろしいですか、ほかは大丈夫ですか。

どうぞ。

●田中委員 今の話でいくと、閲覧ルールの（１）

の委員長が許可するという言葉の中に、今議論した

ことを全て含むという認識でいいと思うんですが、

実際に第３回定例会が終わった後に閲覧をするよう

になるかと思いますが、そのときに委員長が時期的

に、さっきの話ですが、事務局と相談の上、許可で

きない、申出をしたけれども許可できないというこ

とも生まれると思います。そういったときに、もし

それがどうなんだというような疑問があるような場
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合は、またこの特別委員会の委員さんから委員長に

きちんと会派の意見をまとめて言っていただいて、

それをまた委員会で話し合うかどうかということも

含めて決めていけたほうがいいんじゃないかなと思

いますので、その点、先ほど委員長もおっしゃいま

したけれども、きちんと会派でまとめて、この委員

会の委員さんが委員長に会派の意見として何か疑問

に思うことがあれば報告するということで、そこは

ちょっと改めて確認しておきたいと思います。

●中嶋委員長 ありがとうございます。

今回のことを念頭に多分言っていただいた発言だ

と思うので、今後の閲覧において許可しないとか、

時期が著しく遅れるみたいなことは基本的には僕も

想定しておりませんので、その点は踏まえておいて

いただきたいかなというふうに思いますが、今おっ

しゃっていただいたように、閲覧のタイミングの話

であったりとか、それ以外も含めて、この病院評価

委員会に関するいろんなご意見については全然出し

ていただいてもいいとは思うんですけども、先ほど

あったように、それを基本的には委員長にまずはお

伝えをいただけたらありがたいなと、そのことを事

務局に、決まっていないことを事務局に聞かれても、

事務局も答えられませんので、まずは委員長のほう

に申し出ていただきたい。申し出ていただくときに、

各会派の代表として皆さんに出てきていただいてお

りますので、できれば委員の皆さんからそのご意見

のほうを会派の意見として集約をいただいた上で、

委員長のほうにお伝えをいただけたら運営としては

大変スムーズかなというふうに思いますので、あえ

て今日、その点も今言っていただけたので、お願い

をさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか、ほか。特になければ、これ

で終わらせていただきますが、よろしいですか。

どうぞ。

●浦川委員 すみません、１点だけ、閲覧の開始を

しますっていうのは、サイボウズに載ったりとか、

告知あるんでしょうか。

●中嶋委員長 いや、今日、先ほど言ったように、

９月定例会終了後ということで皆さんに意見集約を

いただきますので、そのことを各会派でまたお伝え

いただけたらと、特に告知等はしませんので。

●浦川委員 ということは、もうここで確認事項な

ので、例えば委員長に終わってから閲覧したいです

というふうに申し出といたら、会期の後の日程で調

整してもいいということで認識でよろしいですか。

●中嶋委員長 はい、大丈夫です。

●浦川委員 ありがとうございます。

●中嶋委員長 既に見たいというご意向を伺ってい

る方もいらっしゃいますので、追加があるならば、

随時、今日以降ですね、私のほうまで申し出ていた

だけたらと思います。よろしいでしょうか。

それでは、大変活発にご議論をいただきましてあ

りがとうございました。

重ねまして、今日、ちょっと不細工な格好で急遽

開催をさせていただくことになりましたが、改めて、

今日、お諮りをさせていただきました紙の原本、そ

れからＣＳＶについてはＰＤＦデータの閲覧につき

ましてのルール及び閲覧開始時期について、お諮り

したとおり意見集約をさせていただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

●中嶋委員長 それでは、そのように決定をさせて

いただきます。

それでは、以上をもちまして本日の評価委員会は

全て終了となりますので、これにて閉会をさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。

午前10時36分 閉会

箕面市議会委員会条例第27条第１項の規定により、

ここに押印する。

令和７年９月17日

市立病院評価委員会

委員長 中 嶋 三四郎


